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※　申告書を提出する際には、毎回、本人確認書類の提示又は写しの添付 が必要です。

⑤

（写しの保険者番号及び被保険者等記号・
番号部分を復元できない程度に塗り潰し
てください。）



       

         

       

 

       

 

       

  

       

 

       

 

                  

 

 

 
02.11 

（国民年金・国民年金基金）        


